
 -1-

第９回トラック輸送における取引環境・労働時間改善 

熊本県地方協議会 

平成３０年８月２７日（月） 

 

【事務局】  定刻となりましたので、ただ今より、第９回「トラック輸送における取引

環境・労働時間改善熊本県地方協議会」を開催いたします。皆様方におかれましては、ご

多忙の中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 申し遅れましたが、私事務局を担当しております熊本運輸支局の荒井と申します。後ほ

ど坂本座長に議事進行を交替するまでの間、進行役を務めさせて頂きますのでどうぞよろ

しくお願いいたします。 

まずは、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。 

 ・議事次第 

 ・委員名簿 

 ・出席者名簿 

 ・配席図 

 ・資料１－１ トラック輸送における取引環境・労働条件改善に向けた取組みについて 

 ・資料１－２ トラック運送事業における働き方改革について（九州運輸局記者会見資

料） 

 ・資料１－３ 物流総合効率化法について 

 ・資料１－４ 「九州発着のフェリー、ＲＯＲＯ船等航路情報サイト」について 

 ・資料２   取引環境・労働時間改善協議会用平成２８年度プレガイドライン 

 ・資料３   熊本労働局資料（クリップ留め） 

 ・資料４   九州農政局資料（クリップ留め） 

 ・参考資料  第１回 自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会 

 ・参考資料  大分港を発着する定期ＲＯＲＯ船航路の利用促進セミナーを開催します

（チラシ） 

 資料は以上でございます。不足はございませんでしょうか。議事の途中でお気づきにな

られましたら、遠慮なく事務局にお申し付け下さい。 

 また、本協議会は議事録作成のため、ＩＣレコーダーにより録音しております。何卒ご

了承ください。 
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 次に、本日ご出席の皆様をお一人ずつご紹介すべきところですが、時間の都合もござい

ますので、お手元に配布の「委員名簿」及び「出席者名簿」により、ご紹介に代えさせて

いただきます。なお、人事異動等により、交代になられました委員の方についてのみご紹

介させていただきます。ご紹介の際は着席のままで結構です。 

 熊本県中小企業団体中央会 専務理事 渡邉 純一様でございます。本日は所用により

代理として事務局長の伊東 宣和様が出席されています。 

 ここからは事務局のメンバーとなりますが、熊本労働局 局長 神保 裕臣でございま

す。本日は所用により代理として労働基準部長の本多 信一郎が出席しております。 

 九州運輸局 局長 下野 元也でございます。本日は所用により代理として自動車交通

部次長の宮嵜 住男が出席しております。 

 熊本運輸支局 支局長 松野 完治でございます。本人出席です。 

 委員の変更については以上でございます。 

 それから、本日はオブザーバーのご出席をいだだいておりますのでご紹介いたします。 

 九州農政局 経営・事業支援部 食品企業課 流通・企業係長 西冨 礼慈様です。 

西冨様には本日、農産物の物流についてご紹介いただきます。 

 それでは、本協議会の開催にあたりまして、熊本労働局 労働基準部長 本多 信一郎

より、ご挨拶を申し上げます。 

【本多委員】  開会挨拶 

【事務局】  それでは、これより先につきましては、坂本座長に議事の進行をお願いし

ます。 

【坂本座長】  大変お暑い中でございますけども、今説明がございましたように、いよ

いよ最後の段階ということで、今日、会議を開催していきたいと思います。 

 特に雇用条件の改善、それから運賃割増、賃金等の大きな問題もございます。問題の解

決のためには、皆さんご承知のように、人手不足をいかに解消するか。人手不足を解消す

るためには当然運転手の賃金、労働条件を改善する、これが一番でございます。ただ、こ

の間のいろいろな努力もありますが、いろいろな努力の結果なんですけども、まだ十分に

見通しが立てるような状況ではございません。そういう意味で、皆様方の忌憚のないご意

見を伺いながら議事を進めていきたいと思いますので、協力方お願いをしたいと思います。 

 それでは早速ですが、議事１のトラック輸送における取引環境・労働時間改善に向けた

取り組みについて、事務局から説明をお願いいたします。 
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【事務局】  こんにちは。ただいまご紹介いただきました事務局の九州運輸局貨物課長

で東と申します。３月まで宮崎におりまして、この４月運輸局のほうに参りました。今後

ともよろしくお願いいたします。着座にて説明をさせていただきます。 

 資料につきましては、先ほどご紹介させていただきました資料１－１から１－４という

部分で、基本的な流れとしましては、資料１－１が全国的な流れという部分で、資料１－

２が九州運輸局の取り組み、資料１－３、１－４は基本的に時間の流れを見まして情報提

供というスタンスでご説明をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 まずそれでは資料１－１をごらんください。表紙に書いていますように、この部分につ

いては関係省庁連絡会議というものがことしの５月３０日に第４回目が開催されまして、

その資料から抜粋させていただいた資料で、全国的な動き、全政府的な動きの流れをまず

ご確認いただければという部分です。 

 あと、参考資料として、ホワイト経営の見える化という問題について、６月１１日に中

央のほうで会議が開催されていますので、それをあわせて説明させていただければと思っ

ております。 

 では、１ページめくっていただいて１ページ目です。先ほど若干触れました関係省庁連

絡会議の流れということですが、今回、委員にはおかわりになられた方もいらっしゃいま

すので、基本的な流れがどういう流れでこの省庁連絡会議が進められてきたかというのを

確認いただきたく、つけている資料です。右下に、第４回目が平成３０年５月３０日に行

われて８８の施策が決定されますという紹介ページでございます。 

 続きまして、２ページ、３ページが、この連絡会議において全日本トラック協会におけ

る自主行動計画によるフォローアップというところで報告がなされた資料を２枚ほどつけ

ております。 

 このフォローアップについては、２枚目の一番下に、２０事業者という回答事業者が上

がっておりますけど、基本的に大手の物流事業者というところで、回収率１００％の中で、

自主行動計画がどういう状況になっているのかというのが取りまとめられて報告をされた

というところです。 

 今回この場でご確認していただきたい部分は３ページになります。自主行動計画を含め

て全国的に運賃の負担の適正化とか、契約の書面化という問題がありますけども、基本的

に自主行動計画は大手の中でどうだったのかというのがまとめられて確認できるような状
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況になっております。 

 左側には、運賃・料金の決定に当たり適正な原価等が反映されていますかというところ

で、この部分とこの右の附帯料金、あと、契約の書面化については、大手物流事業者さん

で分かれますので、荷主の立場と荷受けの立場、それぞれの立場があるということで、ち

ょっと表が左右に分かれております。 

 全体的な流れとして、荷主の立場でいうと、もともと物流事業者さんですので物流事業

者の皆さんの苦労はわかっているというところで、適正運賃にしても契約の書面化にして

も、おおむね反映はできているんだけど、やはり荷受けの立場になると、なかなか難しい

という状況が大手の事業者さんの中でもまだまだ出ているということです。この辺に向け

て関係省庁と連携して、荷主に対しても説明とかそういうものについて今後とも課題とさ

れていくという状況が見えてくるのかなというところでございます。 

 続きまして、第４回の中で重点取り組み事項ということで２項目ほど紹介されていまし

て、それが４ページと５ページになります。 

 委員の皆様も若干耳にされたことがあると思いますけど、１点目がホワイト物流という

部分について、国民運動として取り組んでいくんだというところが提起されております。

人手不足の解消のために女性や高齢者を含む多様な人材が現場労働者として活躍できる労

働環境の実現に取り組む運動をやっていきますということが示されております。 

 基本的に最終的には秋口をめどに推進本部が立ち上げられるとされておりますけども、

今のところ、本省ホームページ等で確認していますと、ちょっとこの辺の動きはまだはっ

きりと見えてきていない状況でございますので、今後とも情報が入り次第、皆様に展開し

ていければと思っております。 

 続きまして、５ページが、これも資料的なものでございますけれども、荷待ち時間が特

に長い輸送分野等における取り組みということです。運賃の適正化の一つの課題でありま

す荷待ち時間の状況というところで、一つの整理したデータで、この資料的には加工食品

が一番荷待ちが多いんですよという状況で紹介されていますけれども、基本的にそれぞれ

の協議会がある都道府県ごとに、農作物であったり工業製品であったり、主力の荷物がそ

れぞれ状況によって違うと思いますので、これはあくまでも中央としては加工食品物流を

対象として初会合が６月２９日に開催されています。 

 この黒ポツの三つ目に書かれていますように、それぞれの各社の中で独自に取り組む課

題というものがあれば、それに向かって実施したパイロット事業のノウハウ等を生かしな
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がら、それぞれの課題について検討していってくださいという紹介となっております。 

 続きまして、６ページからが、今回示された８８施策の紹介ということでございますけ

ども、以前、直ちに取り組むべき６３施策というのが紹介されて、前回の協議会等でいろ

いろなものをご紹介しているかと思うのですけれども、それに２５項目を追加されて、新

たに８８施策が決められたということです。６ページでいいますと黒の星マークがついて

いる部分が新たに追加されてきたものとなっております。 

 中身的には７ページからずっと１３ページまでが、８８項目を一括して、この部分につ

いては抜粋でなく、全ての項目を紹介させていただいております。一番左側は８８施策の

ナンバーを振っています。あと、右側のモードの横にもう一つナンバーが振ってあります

けれども、これが以前の６３施策のときの番号と一致しているところです。ここがハイフ

ンのところがおおむね追加になっているということです。一番端は、この運送事業に対す

る取り組みということで、トラック、バス、タクシーのモードが関連する分については丸

印で記載をされています。 

 この部分の８８項目については、今回は時間の関係上、こういった報告で紹介を飛ばさ

せていただきますが、中身については、１４ページから８８施策に対する工程表が２０２

４年に向けて同じく公表されております。その工程表については、全てについて示されて

いるのですけども、協議会に関係がある部分というのを事務局のほうで抜粋させていただ

いて、１４ページから紹介をさせていただいております。 

 まず、１４ページの左上、１番のところに、このガイドラインによる横展開という部分

を紹介させていただいておりまして、その次の右の２番が、荷待ちが長い分野における取

り組みの推進というように、それぞれの工程表の左側の数字が８８施策のそれぞれの項目

番号です。あと、右上にそれぞれの関係する省庁名が書いてあります。２０２４年に向け

てこういう取り組みを行政庁の中でやっていきますというご紹介となっております。 

 ８８施策の中で共通する分については１４ページの左下で、トラック予約システムにつ

いて４項目があります。このように関連部分については一括して工程表が示されていると

いうところになります。 

 右下の農産物の分については、後ほど九州農政局さんからご説明があると思いますので、

この場では紹介を省かせていただきます。 

 次の１５ページにつきましては、スワップボディコンテナと、中央の幹線とかでやるダ

ブル連結トラック、もしくはモーダルシフトとか、物流効率化の補助金などが多額な分、
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比較的大がかりな効率化が示されている部分というところで、一応事務局で提示をさせて

いただいております。 

 続きまして、１６ページでございますけれども、左上が、女性等の多様な人材の確保に

向けた環境整備というところです。当然女性が働きやすい職場であれば男性も働きやすい

し、安全も確保ができるというところも含めて紹介をさせていただきます。厚生労働省の

利用促進策という部分についても助成金ということで、左下の６１で紹介をしております。 

 右下、６５番というところで、地方運輸局等を通じた人材確保・育成に向けた取り組み

の推進というのがございますけれども、人材確保に向けて九州運輸局では各県運輸支局長

様、熊本でも熊本運輸支局長様がじきじきに県内高校を毎年１０校ほど回って、運送事業

者の安全の取り組みの紹介を含めた説明をやってきております。今後ともこういうのは引

き続きやっていくというところです。基本的には進路指導の先生なりに現状という部分で

す。なかなか今の若い人は車離れという流れの中で、どうしてもトラック運転手は危ない

んじゃないのかというようなイメージを持たれている部分がまだまだあるので、その部分

に対して、こうした政府全体を含めた職場環境の改善とか先進安全装置等が導入されてい

るとかＰＲ等をさせていただいております状況がございますので、この場で紹介をさせて

いただきました。 

 あと、１７ページの項目６６から７９番は荷主への働きかけを含む対応という部分が紹

介されております。 

 １８ページにつきましては、トラック事業者の皆様に取り組んでいただく事項という部

分で、適正なトラック運賃・料金収受の促進、あとは、１－２で行政処分の強化、１－３

の資料となっていきます。ホワイト経営については、最後に別の資料を使用して説明させ

ていただければと思っております。 

 あとは、この資料の１９ページから２８ページまでポンチ絵等が入っているんですけれ

ども、この部分は、６３施策が決まった後における３０年度の予算確保の中でこういった

取り組みをやりますというものです。先ほどの８８施策とかぶっている部分がございまし

て、文字だけではなかなか何をやるのかわからない点もございますでしょうから、一応こ

の部分は既に３０年度の予算ということで確保されていると紹介してきた部分のポンチ絵

となっております。関連区分について後ほどご確認をいただいて、この取り組みの中で関

心があるものについてはまた事務局等にお問い合わせでもいただければというところです。

この場では一応そういった予算措置が既にされていまして、今後追加された２５項目につ
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いても随時予算措置等がなされる中で、こういったポンチ絵等で情報提供できる部分もご

ざいましたら、皆様方にぜひ紹介していきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 この部分で、２９ページをごらんいただきたいと思います。標準貨物自動車運送約款等

の改正に伴う新運賃・料金の届け出状況というところで、６月２９日現在の資料でござい

ます。熊本につきましては、手続率７２.７％というところです。左から４番目に認可件

数というところですが、ここは２件ということです。認可件数というのは旧運賃を使いた

いというところですが、ここがなかなか多いと、せっかく制度も変えたのにというところ

ですけれども、ここ熊本におかれましては関係の業界の皆様を含めて積極的な取り組みを

していただきまして、九州の中でもかなり新規の届けをしていただいているという状況で

ございます。 

 ただ、九州全体でいうとまだまだ少ない状況でございますので、この部分については、

昨年１１月４日からそろそろ１年を迎えるに当たって、このままでいいのかというところ

で、中央も含めて１年経過以降、全く手続きをしていないものに対しては、ある程度、適

正化の巡回指導も含めて、やっていないものについては違反になっていきますよというよ

うなＰＲ等も含めて、この辺の手続を進めていかなければいけないというところです。 

 これを進めるに当たって、本省のほうから示された運賃料金を設定する意義というのが

次の３０ページに出ていますけれども、これは既に業界紙等でも紹介されている部分でご

ざいますので、こういった意義について、事業者に対しては行政としても積極的にかかわ

り合いながら適正な運賃・料金届けに向けて、今後とも取り組んでいこうというところで

ございます。 

 次の３１が、標準引越運送約款の改正という部分でございます。この部分については、

基本的に解約手数料とかいう部分で、事業者に対して有利な方向での改正というところで

す。ただ、これはもともとの引越運送事業者が何事業者ですという基礎数を持っておりま

せん。しかし、実質的には申請は事前に出てきていますので、先ほど示したように、何事

業者中の何事業者かというのはなかなか把握ができないですけれども、今のところ出てく

る書類的にはある程度、軽貨物を含めて随時届け出がされていっております。 

 あと、３２ページ、３３ページについては、行政処分の強化という部分です。これはト

ラックだけではございませんで、運送事業者全てのモードにおいて行政処分について見直

しされて、強化という部分が示されているということで、これは７月１日から既に施行さ



 -8-

れています。 

 あと、参考資料として、ホワイト経営という部分が６月８日に示されていまして資料を

出しておりますので、若干その部分に触れさせていただきます。基本的に何ぞやという話

になるかと思うんですけれども、大筋で伺うところ的には、Ｇマークと同じようなもので

す。資料の２ページに書いてあるんですけど、基本的な考え方の１の②に「二つ星」、

「三つ星」等の段階を設けるとあります。一つ星ではなく三つ星ということで優良企業と

いう認定をしていくというものです。ただ、この部分について、認証があったらじゃあこ

こにお願いするのかというところです。このホワイト経営については各モードで、バス、

タクシーも行われていきますので、新たな人材を確保する流れの中で一つの企業のＰＲに

もなっていく部分というところも含めて、認証項目が今検討されている状況でございます。 

 最後、６ページを見ていただきたいのですが、右下に今後のスケジュールが書かれてい

ます。８月上旬が第２回で、８月下旬に第３回と書いてあるんですけれども、どうもまだ

２回目が実施されていないような状況でございます。基本的には３１年度の年度内運用に

向けて認証項目について検討を、労働組合の中で各種アンケートをやっているなど、今そ

ういう作業に取り組んでいますというところでございます。 

 時間が非常に遅くなっておりまして大変申しわけないんですけれども、次は資料１－２

ということで、九州運輸局では前回の協議会以降何をやってきたのかという紹介です。こ

れは、表紙に書いていますように、４月２５日に局長記者会見で使用した資料になってお

ります。 

 大きくは取引条件適正化に向けて、荷主に対して九州独自でリーフレットを１万２,０

００社程度に配付をさせていただいたということです。九州で取り組んだ後、６月にまた

全国的にも本州の方で新たにリーフレットの配付という作業が行われていたようです。一

番最後、７ページにつけているのが配付した資料でございますけれども、沖縄総合事務局

を含めた上で、荷主企業に対してこのリーフレットの配付を行っております。 

 次の２項目としては、平成３０年度のコンサルティング事業というところになります。

資料の４ページを見ていただければと思うんですけれども、２８年、２９年に、九州各県

中央協議会においてパイロット事業ということで検証していただいておりました。この２

８年、２９年にやった結果についても、ガイドラインということで整理して報告させてい

ただくようになっているんですけれども、３０年度の部分については九州ブロックで２カ

所実施するということで募集をしましたところ、宮崎県と鹿児島県で実施をするというこ
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とになっておりまして、既に鹿児島、宮崎それぞれ今年度の第１回目の協議会が開催され、

そこで紹介を受けております。 

 宮崎県については、２８年、２９年に引き続き同じ集団の中で、３０年度においては関

西の市場に対して、２９年度にやった関東市場と同じような取り組みの中で改善ができな

いかというところを目指していくと。鹿児島においては、ここに書かれていますように、

食肉について拘束時間の短縮を含めた作業に取り組んでいくということです。鹿児島にお

いては着荷主しか入っていませんでしたけど、その後のコンサルティング事業の検討会の

中で、着荷主のほうもこのコンサルティング事業に協力をしていくという報告を受けてい

ますので、次回の協議会の中で取り組み状況のご紹介ができるかなと思っております。 

 ３番目は、トラック予約システムの導入の紹介をさせていただいているんですけれども、

後ほどの物流効率化の資料と同じように、物流効率化法の認定を受ける流れの中で、予約

システムについて九州運輸局で認定をしていますよという紹介となっておりますので、時

間の関係上、今回この場では、こういった取り組みをやっているという紹介とさせていた

だきます。 

 その次の資料の１－３についても、こういった物流効率化法という認定を受けることに

よって、ある程度使える補助金等もあったりしますが、ただなかなか大きな動きでないと

できませんので、またこういったことに関心がおありであれば、運輸局に問い合わせをし

ていただければと思います。 

 資料１－４は、九州の発着フェリー、ＲＯＲＯ船等の航路情報ということです。物流の

効率化の流れでモーダルシフト、いわゆる船への切りかえという話を前々から我々もして

いるんですけど、なかなかフェリー等々、乗ろうと思っても乗れないとか、ＲＯＲＯ船の

情報についてもなかなか検索が複雑で管理されていないというような形もございまして、

その部分について九州運輸局はホームページ等で積極的に情報を公開しておりますよとい

う紹介でございます。これも６月当時につくった資料ですけれども、今新たに九州運輸局

のホームページで同じサイトに行くと、若干掲示されている見出しというかつくりが違っ

てはきていますけれども、利用していただきやすいようにいろいろな情報の提供に取り組

んでいます。 

 あと最後ですけれども、これも別資料で、大分県で取り組んでいますＲＯＲＯ船の定期

航路のセミナーというのが、熊本でも９月２７日に開催されるということです。去年、私

も宮崎にいて、このセミナーに参加させていただいているんですけれども、ことしもこう
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いった形で紹介があるということです。 

 なお、大分のＲＯＲＯ船については週３便でしたが、３月５日から週６便に変わってい

るということで増便されているという情報でございました。 

 急ぎ足での資料の説明で申しわけございませんけれども、時間の関係上、これで一応資

料１－１から１－４の説明を終わらせていただきます。 

【坂本座長】  どうもありがとうございました。とにかく資料が多いので、今駆け足で

４までしていただいたんですが、今までのまとめと今後の方針ということもございまして、

見ただけではわかりにくいところがいろいろあったと思います。今までの関係で、ちょっ

とここは聞いておきたいとかそういうことがございましたら、あるいは確認がございまし

たら、ご意見をいただきたいと思いますが、いかがですか。 

 何しろ加工食品が中心で報告がございまして、ここで中心の農産物については、中では

農産物のことも幾つかございましたが、ちょっと問題意識がずれるところもあるかという

のは思いますので、何かございましたら。いかがですか。 

では、後でいろいろまたご意見を伺う機会があると思いますから、そのときお伺いする

ことにして、次のガイドライン、これも重要な内容なので説明をいただきたいと思います。

お願いいたします。 

【事務局】  引き続きまして、こちらの方で説明させていただきます。 

 資料２があるかと思いますけれども、取引環境・労働時間改善協議会用平成２８年度プ

レガイドラインということでございます。これは、この資料の表紙に書いてありますよう

に、基本的に本省作成の２８年度分のプレガイドラインをある程度見やすいように作成さ

せていただいたものになっております。プレガイドラインにつきましては、本協議会の第

８回において紹介させていただいておりますけれども、現状事例集という形になっており

まして、これに２９年度分のパイロット事業と３０年度コンサルティング事業が随時追加

されていくこととなっております。いずれにしましても、本協議会の目指す取引環境・労

働時間改善に向けて、協議会メンバー内、関係者間における課題の共通認識や、パイロッ

ト事業における成功事例の成果等を踏まえつつ、輸送品目が多様な中で、それぞれの課題

について、今後の改善に向けての事例集、ヒントとして活用していただきたく紹介させて

もらうものでございます。 

 この資料の構成としましては、右側の目次に１から９あり、これは本省の中で項目分け

していただいているんですけれども、その中で、九州の各県における該当事例をそれぞれ、
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例えば鹿児島であれば２番に該当しますよと、熊本であれば４番の（１）に該当するとい

うことで紹介させていただいております。 

 熊本が紹介されています１９ページ、右下には２０ページと書かれているところですけ

ども、ここでは、幹線輸送部分と集荷配送部分の分離ということで、熊本では青果物流、

ＪＡ様の協力をいただいて、関東市場での配送の分離という部分で取り組んでいただいて

おりまして、その紹介というところです。実際のページについてはＰ２５と載っています

ように、２５ページで青果の事例紹介をさせていいただいております。どうしても時間の

関係上、これを全て紹介するとそれだけで協議会が終わってしまうということがございま

すので、事務局から事前に委員の皆様に送付していただいています。 

 もう一つのポイントとして、５１ページに宮崎の事例が出てまいります。宮崎の事例に

ついては業界紙等でも取り上げられています。４日目販売ということで、実質の取り組み

事例が紹介されているんですけれども、私は宮崎にいましたので、パイロット事業として

は基本的にＪＡ様の協力で、予冷をかけて当日出荷から翌日出荷にしたときに品質がどう

変わるのかというところをメーンで取り組みをさせていただきました。 

 実験結果的には品質がそんなに落ちないということが確認された上、十分なリードタイ

ムができるので、当日出荷でフェリーに間に合うか間に合わないとか、間に合わなったら

そのまま高速をずっと走って行かなければいけないとかいう難しい状況だったものを、翌

日出荷にすることによって、フェリーに乗せる時間が確保できたり、もしくはだめな場合

でも余裕を持って高速を使って行けるという報告が出ています。 

 パイロット事業として４日目販売全体に対してやったかというよりも、品質がどう変わ

るのかというところで取り組みをしていただいて、その品質が変わらないというところを

事業者の皆様がＪＡ様に説明をしていく流れの中で、我々支局に、そういった品質が変わ

らなかった実験結果とともに、いわゆる荷主勧告制度の改正とかそういうところで、荷主

の協力が得られるような状況に、運送事業者さんとか関係庁とか、法制度はこのようにな

っていますよという説明がいただきたいという声がありまして、そこに参加させていただ

きました。そこにＪＡ様とか農協関係の方に参加していただいて、今後はそういった荷主

の立場の中においても、拘束時間とか荷待の時間とかいうところで何らかの影響を及ぼし

ていると、最初は消極的だったりするんですけど最終的には荷主勧告制度というのがあり

ますよということで、自分たちのやれる部分をＪＡ様としても協力していこうという話が

でき上がっていったというところです。 
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 パイロット事業の一つの成果をヒントとして、事業者の皆さん全員、関係事業者がそろ

った上で、こういった荷主に対して一つの取り組みを行っていただいたというところで、

一つの成果として出てきたというところです。あくまでも今のところ事例というところで、

この事例は自分のところでひょっとしたら役に立つのかなという部分がございましたら、

その部分について事務局に相談なり、行政で何かしら、説明会等でお手伝いできることが

あれば積極的に参加して、最終的には皆様の取引環境・労働環境がよくなればというとこ

ろが目標です。 

 パイロット事業にしてもコンサルティング事業にしても、したからいいんだというもの

じゃないということで、今後も引き続き労働環境改善に向けて取り組んでいければと思っ

ております。以上でございます。 

【坂本座長】  ありがとうございました。特に重要な成果ということで、このプレガイ

ドラインは事例集であり、またヒントだということです。 

 熊本の事例もあったわけですけれども、今、説明がありましたように、十分なリードタ

イムの確保による安定した輸送の確保ということで、宮崎県の事例が成功事例で上がって

おります。これは、予冷庫に保管しても品質が変わらないということで、リードタイムが

確保できるようになったという事例で、参考になるだろうということでございますが、こ

ういうことを含めて、事前にごらんいただいた内容でご質問等、あるいは、こういうのは

活用できるんじゃないかという意見がございましたら、ご意見を伺いたいと思います。 

 これは吉川さんから何かございましたか。マイクが行きますので。 

【吉川委員】  熊本交通運輸の吉川でございます。よろしくお願いします。 

 宮崎県では出荷日から販売日が４日目に変更されたということで、熊本の現状と比べる

と１日遅れた競りに回っているのが現状ですけど、今、熊本県内の熊本交通運輸で担当し

ている農協さん、一部はお昼にはもう出発をさせてくださいというお願いをしながら、こ

の宮崎県に近いような取り組みをしていただいている農協さんも少しずつ増えてきている

のが現状でございます。 

【坂本座長】  そういう方向であるということで、参考になるということですよね、こ

れが。 

【吉川委員】  はい。 

【坂本座長】  上田さん、いかがですか。 

【上田委員】  済みません、当社は青果物はあまりしていないので。 
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【坂本座長】  ええ、別にこれはこだわりません。 

【上田委員】  いろいろと農協さんとかＪＡさんとご協力されて、事例として取り組み

をやっておられるので、それをこれまで以上改善をしながら実行という形でいけたら、私

はほんとうにいいなあと思っております。 

【坂本座長】  上田さん自身の感じから、取り扱う商品からいって、この間のパイロッ

ト事業とかの成果で役に立つようなことはございましたか。 

【上田委員】  当社は今言いましたように青果物をしていないので、それはちょっとな

いんですけれど、全体的に長距離には１０トン車２台、４トン車２台という感じで、労働

時間の改善ということは一生懸命言いながら、やはりお客さんとの出発の調整をしてやっ

ているところです。 

【坂本座長】  今やっていて、少しはうまくいきそうですか。 

【上田委員】  当社はあまり無理した行程では。 

【坂本座長】  下川さん、いかがですか。 

【下川委員】  城東運輸倉庫の下川と申します。うちのほうの一部地元の青果物を輸送

させていただいていまして、葉タバコの地域から根物の大根とかニンジンとか梨とかです

けど、２年ほど前から午前中の積み込みになった農協さんがありまして、翌着の、翌日の

朝の競りに回せるような広島・岡山筋の輸送が多いものですから、夕方着いてから何カ所

かおろすんですけれども、今までは夜中を回ったぐらいで着いていたのが、夕方着くよう

になったので、その辺は余裕ができてきたんですけど。そうすると、後が大体１時半ぐら

いに積み込みが開始できますので、そこはドライバーを１３時出勤にして、そこからスタ

ートさせて、何とか１３時間以内のときと１４時間以内のときをクリアできるように、今

のところ農協さんとも話しながらやっているところです。 

【坂本座長】  一つの成果と考えてよろしいですか。 

【下川委員】  そうですね。 

【坂本座長】  そういう事例集の活用のことがございましたけれども、ほかの出席者の

方で、この事例集等の、今までの流れで役に立ったとか、何かそういうことはございます

でしょうか。荒川さん、いかがですか。 

【荒川委員】  九州産交でございます。弊社の場合、宮崎県の例に一部合っているかと

思いますけど、取り扱い品目に応じて大きく変わるんだなということを今認識しています。

私どもはミカンの輸送を請け負いさせていただいております。東京市場の東京青果さんを
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含めて東京ゴシャ会というのがあって、それぞれ卸青果の方々と協議をする機会が年に２

回ほどあります。その中でモーダルシフト、特にこういったフェリー、鉄道の輸送する機

会において、販売機会の３日目ルールというのはやめてくれという市場側からの声が大き

かったということに対する反応は非常に敏感に感じています。 

 トラックの場合、私たち運送事業者の都合で、３日目のルールは守った後に空車にしな

ければならないという課題がありますので、別に４日目ルールということを推奨すること

もないんじゃないかというところの思いはあります、若干。 

 しかし、いろいろお話を聞いていくと、ミカンとかの場合、東京に例えば今日月曜日納

品させていただいた。長いときになると、５日間ぐらい東京の市場の中に置いて、そのま

ま放ってある。なかなか小売りのほうまで回っていかないんですよと。だから、これが３

日目ルールだろうと４日目ルールだろうと、そんなに市場が混雑しないときに持ってきて

いただきたいというのが本音ですというお話を伺う機会がありました。 

 だから、トラック輸送だけがなぜ３日にしなきゃいけないのという思いもありますが、

逆に、私たち運送事業会社の都合によって、そういった仕組みというか、従来どおりのや

り方の慣習に従って対応させていただいている場合とそうでないケースもあって、それに

より市場によって値がつくか変わるか変わらないか、変わらないというのが回答でした。

そんなに商品自体に傷みとか、別に劣化するわけでも何でもないので、ましてや、その市

場の中に置いて５日間ぐらいそのまま放っておくというときもあるので、そこについては

３日目ルールでも４日目ルールでも構いませんというものがあったので、その中身の商品

によって大きくさま変わりするんだなということで今、思っております。 

【坂本座長】  今まではそういう対話というか、それはなかったので、早く持っていか

なきゃいかんということで持っていったという。 

【荒川委員】  今までも３日目ルールというのが前提でしたので。だから、翌日の晩の

１０時から翌々の朝の２時までに入れるということを前提に輸送に当たってきたわけです

が、逆に、荷受け側からするならば、品目によってはそうでもないですよというお話をい

ただいたので、うちは、えっという話になって。 

【坂本座長】  なるほど、なるほど。 

【荒川委員】  だから、この宮崎県の事例については非常に同感というか。これはフェ

リーを使っている後の輸送ですので、よくわかる、私たちと同じようなことをおやりにな

っているんだということで思っております。 
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 以上です。 

【坂本座長】  そういう意味で、市場の流れだとか販売、小売りのところに持っていく

プロセスとか、そのあたりの情報をお互い共有することは大事かなと思います。 

 これにこだわりませんが、今までの流れの中で何か感じたこととか何かございましたら。

ずっと流れで行っているので。矢野さん、いかがですか。何かございましたらということ

でいいんですが。 

【矢野委員】  日本通運の矢野と申します。全体的に資料を見せていただいた中で、経

済効果が上がっていた部分が、一貫パレチゼーションの関係、それとハッチでの２カ所積

み、３カ所積み、またおろし荷場所での２カ所、３カ所おろしの改善、それと保冷庫の問

題だったりとか、出荷日を前倒しにするとかいうリードタイムの変更ということで、非常

にそれぞれモデルケースとして効果が出ていると思います。 

 ただ、全体の一致の中で最適化を目指すというのもほんとうでしょうし、その中で皆さ

んウイン・ウインということが一番理想的ですけども、やはりどうしてもコストがかかる

というところがあって、このパイロット事業の中でもコストについては今後協議というよ

うなモデルが多いですから、実際その費用負担をするとなると、どこがかぶるのかという

のがほんとうのところ根底に……。 

【坂本座長】  いや、そこの部分、どこがかぶるんだというところはどう思いますか。

そこが非常に重要なところなんです。 

【矢野委員】  それは、今回の西日本豪雨の関係もございます。私もＪＲコンテナ輸送

に携わっておりまして、寸断されて、代替輸送でやはりトラックを手配ということもあり

ました。ただ、これまでの商習慣等もあって、コストが膨らんだ部分を荷主様に転嫁する

ことができず、下請業者が走っていただく分には普通にお支払いをすると。 

【坂本座長】  だから、下請業者さんは普通どおりと。 

【矢野委員】  そうです。ということで、私も元請としては非常に困ったというのが実

際ありますので、そういう問題をこれからどうしていくか。 

【坂本座長】  だから、元請さんとしてはどうだったですか。今回そういうのは、かぶ

ったということになるんですか。 

【矢野委員】  なかなか細かい部分はちょっと公にできませんので、ご想像にお任せし

ております。 

【坂本座長】  直接ではないですが、本田技研さんのほうはちょっと業態が違う、仕事
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が違うと思うんですが、今までの流れで何かアドバイスや感じたことがございましたら。 

【中谷委員】  うちはどちらかというとオートバイの製造販売をやっているところです

から、どちらかというと３週間前に生産のほうは確定する計画になっておりますので、わ

りと予定を立てて運びやすい状況にあります。 

【坂本座長】  そうですか。 

【中谷委員】  したがいまして、部品は関東や中部から持ってくるものに関してはＪＲ

貨物さんを使って貨車輸送をやっておりますし、また一方で、つくった製品、完成車に関

して、関西方面で売る物については、大分から大阪まで全てフェリーで運んでいます。最

近では、同業者様と一緒に運ぶみたいなところを取り組ませていただきながら、その中で

どう効率化できていくかというところをやらせていただいていますが、結構、最近異常気

象も多いものですから、リスク対応のところで非常に苦労しています。 

【坂本座長】  その辺とかもう少し何かございますか、異常気象の関係は。 

【中谷委員】  異常気象になると、従来のルートでは運べなくなりますので、トラック

にシフトしたりとかみたいなところを含めて……。 

【坂本座長】  でも、急にシフトとかっていうのは簡単にいくわけではないでしょう。 

【中谷委員】  想定しながら、どの段階まできたら切りかえるかとか、そういうのをや

っております。 

【坂本座長】  なるほど。ということで、ご意見を伺いました。この間は、ご苦労とい

うよりも、むしろ比較的順調にいっていると考えてよろしいんですかね。 

【中谷委員】  そうですね。ただ、バランスというんですか、関東や中部から部品を持

ってくるのは満載で持ってくるんですけど、逆にＪＲ貨物で戻すのはそんなに荷が入って

おりませんので、こういったところをいかに組み合わせてやるかというのを今後やってい

かないといけないと思っています。 

【坂本座長】  なるほど、組み合わせが大事になるということですね。 

 坂梨さん、今までのところ、いろいろ。 

【坂梨委員】  お疲れさまです。経済連園芸部の坂梨でございます。よろしくお願いい

たします。 

 それぞれパイロット事業等々、私どもは荷主ということでこれまでさせていただいたわ

けですけれども、大きな課題として、やはり法令遵守の中で安全にお届けするという目的

の中で動かし始めております。今回のパイロット事業の中で、一つの成果というのはある
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程度出たのかなということは思っておりますし、運転時間でありますとかドライバーの拘

束時間等々の一つの参考事例としてはでき上がってきているのかなと思っています。ただ、

この部分全てが１００ではありませんので、いろいろな荷主といろいろな関係団体との協

力というのは今後必要になるのかなと思っています。 

 それと、宮崎の事例も先ほどお聞かせいただきましたけれども、荒川さんがおっしゃい

ましたように、品目によっては何日かけてもという部分がありますが、逆にどうしてもタ

イムリーにお届けしなければいけないというような部分もあります。一つは鮮度保持あた

りの今の施設関係もかなり日進月歩で進んでおりますので、そういった部分も一緒になっ

たところで考えていければ、これが４日目売りになるのか、その辺は別としましても、非

常に鮮度保持の部分についてはクリアできるのかなと。 

【坂本座長】  その鮮度保持については、いろいろ技術革新があると思うのですが、保

冷だとかは車ですか、それとも保冷の場所とか、何かその辺のところはどのように。 

【坂梨委員】  全体的な一連の流れの中でのコールドチェーン化というのが大きな課題

になるのかなと。 

【坂本座長】  一連の流れですね。 

【坂梨委員】  そうですね。大田のＪＤＳとか築地の仲買人、そういった部分をやって

いますけれども、やはりコールドチェーン化がなされていないというのが一つのネックと

なりますので、今その辺を全体的に、産地からお届けする消費地までコールドチェーン化

というのも一つの視野に入れる必要があるかなと思います。 

【坂本座長】  今伺ったコールドチェーン化で、一番できそうなところ、あるいはネッ

クになるところはどのようにお考えですか。 

【坂梨委員】  一つは、産地から運送段階まではある程度でき上がっていると思います

けれども、消費地での受け入れの体制の部分がまだ完全ではないというのが一つ課題だと

思います。 

【坂本座長】  それができるとまた大分違ってくると。 

【坂梨委員】  それはもう全然違うと思います。 

【坂本座長】  なるほど。 

【坂梨委員】  あとは、それぞれ産地でも集出荷施設あたりの整備も今後やっていかな

ければなりませんし、そういった部分がかなり進んできますと、いろいろな拘束時間の問

題等々もある程度改善できるのかなとは考えております。 
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【坂本座長】  その辺はコールドチェーン化をして、トラック輸送する業者の人たちと

打ち合わせしながらということが、話し合いで今後できていくと考えてよろしいんですか。 

【坂梨委員】  そうですね。集荷時間の問題にしても、かなり改善できるかなと思いま

す。 

【坂本座長】  ありがとうございました。 

 それでは、伊東さん、いかがですか。 

【伊東委員】  大変専門性の高いお話なので……。 

【坂本座長】  いえいえ、そうではなくて、感想だけで結構です。 

【伊東委員】  感想ですか。今日はこのプレガイドラインの資料２を事前にということ

でしたので、中身を見せていただきました。先ほどからお話があっていますように、大変

それぞれ取り扱い品目とか規制等によりまして、いろいろな課題も違いますし、それに対

するいろいろな取り組みがなされて、成果も上がっているような感じを受けました。 

 そんな中で特に、今までは運送業者も単なる配送的な部分が、いろいろな改善策の中で、

ＩｏＴとかＡＩじゃないんですけれども、そういうテクノロジー的な部分を駆使したよう

な業態へ移行しつつあるのかなというのが大変参考になりまして、そういう意味では、運

送業界というのも今までとまた違った形でのいろいろな課題・問題とかが出てくるのかな

と。要は、運転手の育成につきましても、高度人材というか育成のほうにも力を入れてい

くという話もあって……。 

【坂本座長】  そうなんですよ。運転手の高度人材育成は、お金がかかる上に人がいな

いものですから、そこが今大きな課題になっていると思うんです。 

【伊東委員】  そういった感想です。 

【坂本座長】  ありがとうございました。それでは、谷﨑さん。 

【谷﨑委員】  商工会議所の谷﨑でございます。事前に私も見せていただいて、今回の

ガイドライン、非常にいろいろな工夫のもとでコスト削減あるいは時間削減、効果がある

んだなということを改めて感じました。長距離輸送と域内集荷配送、こういったものを分

離するであるとか、あるいは積み込み作業をつけるということで作業が効率的になるし、

またその作業時間そのものが短縮できるということでした。 

 それから、先ほどお話がありましたように、じゃあ費用負担をどうするのかという問題

がどうしても課題となるときもあります。３１ページのところの福岡県の例で、運送業者

と荷主企業の間において活発な意見交換がなされて、長時間労働の原因究明が高いレベル
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で行われたという結果が示されておりますが、果たしてこのガイドラインをどのような形

で活用していくのかなというのが一番で、私どもは荷主側のほうになるんですけれども、

まさしく荷主側の理解、それから運送業者と荷主側との双方の意見交換、このような場を

どのような形で設定していくのか、あるいはそういう機会の提供はどのようにしていけば

いいのかということ、そういったものが少し、自分の中では答えが出せませんでした。 

 先ほど、ウイン・ウインの関係というお話もありましたように、まさしく双方がウイ

ン・ウインの関係が一番望ましいわけで、その中では当然場の設定ができるんですけれど

も、それがそうでない状況の中で、先ほどおっしゃったように、元請と下請との関係、あ

るいは荷主と運送業者との関係においてそのような状況にないとすれば、このようなガイ

ドラインが、成果が出たような形での場の設定であるとか機会の提供がなかなか現実的に

はまだ少し難しい状況にあるところもあるのではないかと。だから、こういうガイドライ

ンで示されたようなところがある程度モデルとなって、これが面として広がっていくのを、

私ども荷主側としても望むところだと思っております。 

 以上です。 

【坂本座長】  どうもありがとうございました。一番のポイントとなるのは、荷主の費

用負担の問題ですよね、一番の問題は。やはりそれと、元請、下請。いろいろあったとし

ても、下請さんとかまたその下になると、いろいろなことがあってもコストはそのままで

ずっと動いているということが現実に起こってくるわけですし、この問題が解決しないと、

運転手不足の、特に物流を担っている人たちのコストを上げていくという話も出てこない

ので、ポイントになると思うんですよ。この事例集を活用して今後どうなるかということ

で、今、谷﨑さんから問題提起があったんですが、このガイドラインをつくった国はどの

ように考えているのか、その辺の説明を伺いたいと思います。その点はいかがでしょうか、

ほかからも出ていると思うのですが。 

 じゃあ、追加で説明をしていただければと思いますが、どなたがよろしいですか。報告

のところに行きますか、それとも……。その話を伺って次に行きたいと思います。では、

どうぞ、お願いします。 

【事務局】  事務局の貨物課長の東と申します。今、２８年度分の事例集ということで、

他の協議会でも取り組みの部分について、取り組んだ後の継続性とかで、やはりだめだっ

たということもあるだろうというところで、これを全国的な事例の中で、どこまで入れら

れるかというところを本省に確認をしているんですけれども、九州運輸局でございますの



 -20-

で、九州はそういった２年分の取りまとめができるということで、今、その作業をしてお

ります。次回の協議会までには九州７県の２年分をそれぞれの県ごとで、こういう課題で

だめだったんだよという話はできるように今、資料の準備はしております。 

 それと、先ほどの本年度のコンサルティングの中で本来説明するべき事項だったんです

けども、パイロット事業からコンサルティング事業ということで、言葉が変わっただけみ

たいに聞こえるんですけども、今回、九州については宮崎、鹿児島が、日通総研だったの

が富士通総研に変わります。それぞれコンサルティング事業者で課題の見つけ方が違うの

で、熊本でやったように、対象集団に対してアンケートをしながら課題を浮き彫りにして、

それに対する改善策を示すというところまでは従来のパイロットと一緒なんですけれども、

違いは、解決するに当たって、それぞれ荷主側も運送事業者さんに対して、費用の解決方

針をコンサルティングをしなさいというのが今回このコンサルティング事業には書き込ま

れております。 

 要は、パイロット事業の中で、費用の部分がなかなか。全国的にも同じように費用の部

分についてがなかなか置いていかれているような、ただ拘束時間をクリアするためにはど

うしたらいいのかということについてのみに焦点を当てられていて、時間的にはできます

けれども、それはこの費用を誰か見ればできるけど、じゃあ誰が見るのかというところが

全然示されていないじゃないかという意見も踏まえて、今回、九州ではこの２県だけです

けども、これは全国のブロックで、各ブロック２県ずつは必ず行われますので、いろいろ

な農産物以外の部分も含めて、コンサルティングの費用負担も踏まえた、ある程度の結果

が示されてくるのかなと思っております。 

【坂本座長】  ありがとうございます。一番そこが気になったところです。今までのパ

イロット事業は、いろいろなコスト削減の方法だとか時間短縮だとかは出てくるんですけ

ども、その結果、費用負担をどのようにして、それがここでいうと物流の担い手の方のと

ころの人手不足、これは会長がいつも言われているところですが、そこをどうするかとい

うところにリンクしてこないと、せっかくの話が出てきませんので。 

 次回までには方針と、その辺についての今までの意見とか、先ほど谷﨑さんからの話が

ありましたが、そういうものを議論する場の設定のあり方とかですね。荷主と、それから

元請、下請、物流で一緒にやっているところの場の設定を。今ここで議論していますけど、

そのコスト負担を考えるときどのようにやったらいいのかという解決策が、今度はコンサ

ルティングで示されるそうですから、それが実働できるように、ぜひ国のほうからも指針
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を示していただきたいと思っております。 

 それでは、次の一番重要な、働き方改革のほうに入りたいと思いますので、事務局から

ご報告をお願いいたします。 

【事務局】  熊本労働局労働基準部監督官課の斉藤でございます。よろしくお願いいた

します。私のほうからは、働き方改革関連法等についてご説明をいたします。着座にて説

明をさせていただきます。 

 資料３をごらんいただきたいと思います。働き方改革関連法につきましては、開催挨拶

で労働基準部長よりお話をさせていただきましたけども、第１９６回通常国会におきまし

て審議されていたところでございますが、本年度６月２６日に可決・成立をいたしまして、

翌月７月６日に公布されたところでございます。 

 働き方改革関連法のうちの、労働時間法制の見直しの内容でございますけれども、資料

を１枚めくっていただきまして、資料３－２をごらんいただきたいと思います。見直しの

内容は大きく８点です。見直しの内容の①の残業時間の上限規制から、⑧までの産業医・

産業保健機能の強化までの８項目でございます。見直しの内容につきましては２ページ以

下をごらんいただきたいと思いますが、内容につきましては、時間の関係もございますの

で割愛させていただきます。 

 改正事項の施行期日でございますけれども、①の残業時間の上限規制は、大企業につき

ましては２０１９年、平成３１年、来年の４月１日から、中小企業におきましては再来年、

平成３２年の４月１日から変わるというところでございます。それと、本協議会の設置の

きっかけとなりました、④の月６０時間超の残業の割増賃金率の引き上げにつきましては、

国会審議の中で施行期日が修正されておりまして、平成３５年の４月１日から施行という

ことになっております。残りの改正項目につきましては、いずれも来年の４月１日から施

行ということになります。 

 戻っていただきまして、資料３－１をごらんいただきたいと思います。周知資料としま

しては、資料３の働き方改革関連法の周知用のリーフレット、パンフレットとして、この

資料の３－１と資料３－２を厚生労働本省で作成しているということでございますけれど

も、まず、この働き方改革関連法が成立をしたということを広くお知らせをするために、

資料３－１のリーフレットにより県内の使用者の皆様、労働者の皆様に広く周知を行って

いくこととしております。その上で、詳細につきましては資料３－２、パンフレットを使

用しながら説明等を行っていく予定としているところでございます。 
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 働き方改革関連法の説明につきましては以上でございます。 

 続きまして、一番最後の資料３－３をごらんいただきたいと思います。こちらは情報提

供と委員の皆様へのお願いというところでございます。 

 前回の３月２３日開催の本協議会におきまして、ことしの４月から管内の全ての労働基

準監督署に労働時間相談支援コーナーを設置いたしまして、労働時間相談支援班が労働時

間等に係る法令に関するお問い合わせとか、労務管理についてのご相談に応じるというこ

とをご紹介させていただいたところでございますけれども、今月からは、この働き方改革

関連法が成立したことも踏まえまして、資料３－３の青枠で囲った労務管理に関する事項

につきまして、ご希望のある県内の中小企業の事業主の皆様のところに個別に訪問して説

明を行うということと、ご説明を行って、悩みをお聞きして、解決策のアドバイスをして

いくこととしております。こちらの個別訪問につきましては、監督指導とは違いますので、

中小企業主の皆様に広くご利用いただきたいと考えているところでございます。 

 個別指導の実施につきましては、今月８月２１日に、個別訪問していきますということ

でプレスリリースを行ったところでございますけれども、本日付の熊日新聞の３面の左下

のほうに記事を掲載していただきましたので、ごらんになっている委員の皆様がいらっし

ゃるかもしれませんが、こういうことで広報をしているというところでございます。本協

議会の委員の皆様方におかれましても、こういった取り組みをご承知おきいただきまして、

支援班の個別訪問に係る周知にご協力をいただけますと幸いでございます。 

 私から、資料の説明としては以上でございます。 

【坂本座長】  新聞報道も出ているようですが、ホットな話題でございまして、これに

つきましては、前田さんと山野さん、一言何かございましたら。よろしいですか。 

【山野委員】  全運輸の山野です。労働組合という立場でいけば非常にいいことだと思

って、内容に言うことはございませんけれども、労働基準部長がいらっしゃるので、労働

者として言わせていただきたいなと思うんですが、組合員、従業員から言わせると、時間

外ですね、常勤問題などが減るだけで給料が減るということにつながるのは困るというこ

とですね。当然の話ですけども、そんな意見が組合のの中でも出されています。会社側で

いきますと、業務の内容上、受注産業ということで、自分たちでは荷物の量だとか時期を

なかなかコントロールしづらい、いかに荷主様にご理解いただいて受け入れていただける

かという課題などがあって、非常に苦慮をしているというのが会社側の立場だろうと思い

ます。言いにくい場面もあったんだろうと思いますが、私は逆の立場になりますけれども、
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一応そういうことで、非常に会社としては苦慮をしているということも、あわせて申し上

げさせていただきます。 

 民間企業なので、どうしても利益の問題が出てきますので、そういうことも非常に、戦

いながらといいますか、話し合いをしながら、苦慮をしているというのが実態になります

ので、よろしくお願いします。 

【坂本座長】  そのほかに何かございませんでしょうか。ホットなことで、残業の割り

増しとかいろいろあるんですが、よろしいですか。それでは、後の議題もございますので、

次の議題、農政局のほうにお願いしたいと思います。課題４の農産物の物流についてとい

うことでお願いいたします。 

【九州農政局】  皆様、お疲れさまです。九州農政局の西冨といいます。ことしの４月

に異動でこの担当になりまして、この協議会は初めての参加になりますので、よろしくお

願いしたいと思います。済みません、着座にて説明させていただきます。 

 私からは資料４ということで、クリップどめされている数枚のホチキスどめと、あと１

枚物の資料の２種類になります。まずはホチキスどめのほうから説明させていただきます。 

 農産物の物流についてということで、幾つか課題等となっています。１枚めくっていた

だきまして、１ページ目からです。物流の現状と政府全体の動きということで、これにつ

いてはまた運輸局資料等もありますので省かせていただきます。 

 続いて２ページ目ですが、農産品物流の現状ということで、丸が二つある一つ目で、現

状の農産品物流は逼迫していると。二つ目の丸で、農産品流通については左の下のほうに

三つ、生産構造、品目特性、消費者ニーズ、それぞれ分類に分けておりますが、それぞれ

のニーズに対応するために、全国から迅速に集分荷する流通形態に発展した経緯がありま

すが、それがトラック輸送に大きな負荷を与える要因となっているというところです。 

 続きまして、めくっていただきまして３ページ目になります。トラック輸送の現状とい

うことで、現在の農産品物流について、トラックによる輸送が大宗を占めていると。また

一方、トラック業界については深刻な人手不足であるとか、またコンプライアンス遵守の

要請が高まっていると。こういった中で二つ目の丸で、特にということで、農産品の輸送

については長時間の拘束であるとか、二つ目、手積み等の重労働であるとか、③としては

運行管理が難しいだとか、４番としては小ロット多頻度輸送が求められるといったところ

からちょっと敬遠される場合がありますと。 

 右下の表は、先ほど坂梨部長からもありましたが、手荷役作業の多い品目ということで、
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青果物・米というのが上位に入ってきているといったところであります。 

 続きまして、４ページ目になります。農産品物流の改善に向けた取り組みの方向性とい

うことです。現在トラックドライバーの不足で、これについては今後、人手不足が深刻化

する可能性があるということで、農産品の物流については今後立ち行かなくなる可能性が

あると。こういったところで、今後とも農産品の流通等々についてはトラック輸送への負

荷の軽減、物流の効率化を図ることが必要ということで、左下の「農産品物流の改善によ

り、各関係者が受けるメリット」というところで整理しています。これについてはまた後

ほどごらんいただければと思います。 

 続きまして、５ページ目になります。農産品物流の課題と対応方策（イメージ）という

ことで、イメージ的な図を整理しております。これについては、農産品物流対策関係省庁

連絡会議というのがありまして、経産省さんであるとか国交省さん、あとは関係業界の方

を踏まえて整理されたものです。左の産地のほうから右の消費地の部分について、どうい

った課題と対応方策があるかというのを図で示したもので、真ん中の枠のところが課題と

いったところになっていて、一番下の枠でそれに対する対応方策を整理しています。 

 例えば、一番左、出荷前の課題として、手積み作業に長時間を要し、ドライバーへの負

荷が大きく、効率が悪いと。その対応としましては、下のほうに、パレット化やフレコン

の活用であるとか、ＩＣＴによる効率集荷システムの導入と。各段階に応じて課題と対応

方策を整理したものになります。 

 続きまして、６ページ目になります。食品流通の課題解決に向けた検討方向ということ

で、先ほどの５ページ目の課題と対応方策をもう少し具体的に整理したものになります。

現状の課題ということで、食品が円滑かつ効率的に流通するよう、ドライバーの長時間の

拘束、荷役作業の負担等を改善すべきということで、それに対する検討方向としまして、

丸で三つほど整理しております。 

 一つ目、長時間の拘束、荷役作業の負担等の改善につきましては、ＩＣＴを活用した産

地の効率的な集荷システム、もしくは物流センターへの到着予約システムの導入、パレッ

ト化・共同輸送といったところが考えられます。 

 二つ目の丸として、一貫パレチゼーションモデルの確立ということで、産地・品目を選

択してパレット物流を実証していきますと。これについては、ＲＦＩＤつきのパレットの

個体管理により、紛失・流用を防止していきますと。同じく、ＲＦＩＤのタグをつけるこ

とにより流通状況を見える化していきますといったことで、これは右のほうに図を載せて
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いるところです。左の①から時計回りに、産地側から市場を通して物流センター、最終的

には消費者のところということで、ぐるっと一巡をしていきます。これについてはレンタ

ルパレットを使用しまして、先ほど言いましたＲＦＩＤのタグをつけますと。規格につい

てはＴ１１型のプラスチック製のパレットを活用しまして、循環的に対応していく流れを

考えておると。 

 図の真ん中に、農産物パレット推進協議会（仮称）となっていますが、これについては、

１枚物の紙を最後につけておりますので、こちらをごらんいただければと思います。これ

は、８月９日付で、全農さん、東京青果さん、日本パレットレンタル株式会社さんの報道

関係資料ということで、このペーパーについては日本パレットレンタル株式会社さんの報

道関係資料をつけておるところです。 

 これについては、ことしの８月１日に一般社団法人農産物パレット推進協議会が設立さ

れたといったところになっております。この推進協議会につきましては、農産品物流対策

関係省庁連絡会議に則しまして、パレット化を図るといった提言がされたことによって、

東京青果さんと日本パレットレンタル株式会社さんが設立準備委員会として法人化を進め

てきたということになります。 

 この法人の概要については、下の法人概要というところをごらんいただければ、理事の

方が誰であるとか載っております。今回の設立目的については、①として、農産物流通に

おける一貫パレチゼーションの実現に向けて、統一規格によって循環利用モデルを構築す

ると。②としまして、パレットをキーデバイスとしたトレーサビリティーを実現し、パレ

ットを活用した作業の標準化と情報収集の標準化を実現するといったところが設立目的に

なりまして、こういったパレットの紛失の防止であるとか、あとは持続可能な利用によっ

て、荷待ち・荷役時間等について、２０２０年度までに従来の３０％を削減を目指すとし

ているところです。 

 裏のページですけど、ことしの秋から、産地から卸売市場、小売センター間での運用実

証、テストを行いますと。そこで得られた結果については、今後、結果を踏まえて統一規

格のレンタルパレットを貸し出したり、読み取りシステムの提供、パレットの共同回収な

ど、いろいろなことを本格化運用に向けて展開していくということになっております。こ

れについては、また今から関係団体を通じて参加のご案内があるかとは思いますが、その

際にはぜひご参画いただければと思っているところです。 

 済みません。またもとの資料に戻っていただきまして、６ページ目です。検討方向の一
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番下の丸に、新たな輸送体系の推進とあります。複数産地や異業種との共同集荷・配送シ

ステムによるトラック輸送の高度化や新たな船舶輸送等体制の構築といったところです。 

 ３点を今後の検討方向としています。 

 めくっていただきまして、７ページ目です。これは食品流通の効率化ということで、ホ

クレンさんの事例を載せておりますので、また後ほどごらんいただければと思います。 

 続いて、下の８ページ目になります。似たような感じですが、食品流通の課題解決に向

けた検討方向ということで、現状の課題ということで、農産物の販売先については、直接

販売であるとか市場への出荷等、さまざまな販売ルートの中から選択されている状況にな

りますと。そういったことから、物流については大ロットにまとめることが不可欠ではな

いかといったところが課題となっております。 

 検討方向としましては、物流の負担を軽減するということで、丸を三つほどしておりま

すが、一つ目の丸としましては、卸売市場流通と産直等の垣根を取り払いまして、ハブと

なる卸売市場に大ロット・低コストで輸送しまして、そこから周辺の卸売市場に転送して

いくと。 

 二つ目の丸としましては、さまざまな販売ルートの見える化ということです。農林水産

省のホームページに、マッチングサイトのアグリーチという流通関係の見える化サイトを

つくっております。そこについては、生産者、販売業者、市場といったところの業者さん

が情報を持ち寄って、ネット上でいろいろな情報が見られるようなサイトを立ち上げてお

りますので、またお時間があればそちらのマッチングサイトをごらんいただければと思っ

ております。 

 あとは、９ページ目、最後になりますが、これも同じく検討方向の一つということでス

トックポイントの活用といったところです。これについては左のほうのストックポイント

を活用しない場合、右のほうのストックポイントを活用する場合ということで、コストの

削減率を載せているところです。ストックポイントを活用することによって、産地のメリ

ットとしては、ドライバーの拘束時間が短縮したり、運送業者の負担を軽減するといった

ところのメリットが上げられるのではないかといったところで整理しております。 

 済みません、ちょっと早口になりましたが、農政局からの説明としては以上になります。 

【坂本座長】  どうもありがとうございました。非常に魅力的な内容で、大きな改革と

いうのがなされていますので、これができると今までの問題が相当解決できそうなプラン

なのですが、何かこれについてのご意見とか感想とか、どうぞ、荒川さん。 
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【荒川委員】  せっかくの機会ですので、確認を含めて、もしよろしければ農政局の方

にご回答いただければと思います。 

 先ほど来、私たち運送事業者の荷役負担軽減、長時間労働、時間短縮ということに対す

る費用負担はどこがやるんですかという質問が出たと思います。この中で、６ページを見

る限りにおいて、ここのパレットにかかわったところの費用はグリーンで示された正会員

が払うということになっております。 

【坂本座長】  ということでよろしいんですか。 

【荒川委員】  という認識でよろしいんでしょうか。この正会員というのは、産地及び

卸売、仲卸業者と定義してございますけれども、こういった捉え方でよろしいんでしょう

か。 

【九州農政局】  これについては、ことしの秋から実証実験をしていくということで、

その中でどこがどう負担していくとか、どれだけコストがかかるかというのは多分、実証

実験の中である程度整理されてくると思いますので、それを踏まえてから、またどこが負

担していくかというのが整理されていくのではないかと。 

【荒川委員】  今、現状の農水省さんがここに掲げてある検討方向に関しては、そうい

ったところが今ご検討なされていらっしゃるという認識でよろしいですか。 

【九州農政局】  そうです、はい。 

【荒川委員】  それからもう一つ。これでは、私たち九州の運送事業者は助からないん

ですね。ＲＦＩＤのタグがついたパレットというものは、果たして私たち運送事業者もし

くは生産地の方にどれだけ供給できるか。今、８月１日に設立された会というものは、先

ほど東京青果、ＪＰＲ、全農、その３社が、８月１日付で設立されて、農水省オブザーバ

ーという立ち位置に立っているんだと思います。 

 だから、これがＲＦＩＤのタグをつけたパレットが果たして私たちにどれだけ九州の物

流を改善できるかという視点で、一度、検証は私たちもとり行いました。現在は残念なが

ら提供してもらえないんですね。これは、福岡県の糟屋郡新宮町に約１万枚の在庫があっ

て、その中の私たちが業者に貸し出しできるものは、福岡県以外は木製のパレットで、１

枚が３５キロから４０キロのパレットしか貸し出しできないということなんですよ。だか

ら非常に難しいんですね、この輸送体系なったときに。 

 そういう課題が一つあって、だから私たちはそれにかわるものとして、段ボールパレッ

トを今考えています。この費用負担を同じように正会員の方、どなたで費用負担してもら
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おうかということに今取り組んでいて、これを９月１６日からのミカンの輸送に適用させ

ていただくという中で、ＲＦＩＤのタグをつけたところで、一番最後の認証者が結果的に

紛失した場合に支払いや責任はどういうふうに今お話しされていますか。そこはどうです

か。これ１枚のとき、ばらばらの場合７,０００円から１万円ぐらいしますので。ＲＦＩ

Ｄのタグをつけたからといって最後の認証者が支払わなければならないということになれ

ば、ほとんど荷受の方になるんですね。荷受の方が果たして払うのかどうかというところ

が非常に疑問に思うので、そういったところは今後の検討課題になってくるだろうと思い

ますが、そこらあたりは現状どのようにお考えですか。 

【九州農政局】  これについては、農水本省でいろいろと検討されているところでして、

まだ農政局まで詳しいことはおりてきていないところなんですけど、まずはこういった推

進協議会を設立して、実証実験を踏まえながら、できるところを。課題等を含めて、そこ

である程度課題を整理して、できるところから課題の解決に向けて検討していくといった

ところで、今のところ情報がありませんので、ちょっと答えになっていないと思いますが。 

【坂本座長】  これは今後のことということですが、７ページにあるようにパレット化

の状況は、関東近県の話があって、北海道・九州等遠隔地ではパレット化率が数パーセン

ト台と低いと。ここを解決しないと物流の問題は解決しないと思うんですけど。今の荒川

さんの質問からいうと、ここが普及しないと、これは実証実験しても意味がないような感

じを受けるんですが、これはいかがですか。今のこの流れからいって。今、荒川さんの質

問と関係するんですけど、熊本とか九州のところでこれがどのように進んでいくのかとい

うのがはっきりしないと、実証実験しても効果が低いかなと。非常に魅力的なことを書い

てあるんですけど、そこがちょっとよくわからなかったなという感じです。 

【九州農政局】  実証実験についても、まずどこの地域とするかというのもまだ検討さ

れている時期なので。まずは遠隔地の産地というところで実証実験をされていて、あとは

そのパレット当たりのどれぐらい投入するかについてもまだ。 

【坂本座長】  パレットも、パレットを積むトラックの形だとか、何かいろいろ問題も

あるみたいなので。 

【九州農政局】  そうですね。まずはＴ１１型で、統一されたパレットを使って流通    

実験を進めていこうということは聞いております。 

【坂本座長】  その場合の適用するトラックだとかパレットの形だとか費用負担だとか、

その実証実験の効果が上がってこないと、ここに出ている魅力的な効果が低いかなという
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感じがするので、ぜひそこのところを、また次にご報告をお願いしたいと思います。 

【九州農政局】  報告したいと思います。 

【坂本座長】  ありがとうございます。 

 そのほか、何かございませんか。せっかくいろいろなことで、特に熊本は農産物の物流

とか非常に重要なところになりますし、熊本からも関係者が入っていますので、その辺の

ところはうまくいけばいいなと思いますが、そのほか関連していかがでしょうか。 

 それでは、全体を通して資料等を見たり、皆さんのご意見を伺って聞いておきたいとか

一言言っておきたいとか、何かございましたら。一通り議題が出ましたので忌憚のないご

意見を伺いたいと思いますが、いかがですか。ありますか。 

 では、吉川さんから。 

【吉川委員】  労働時間とはちょっと違うかもしれませんけれども、拘束時間という意

味で行政の皆さんにお願いしたいところがあります。 

 実は高速道路の深夜割引の問題があって、午前０時から５時までの間は３０％引きとい

う適用がございます。３０％割引を目指すがために、例えば東京から帰ってきた車は、東

京からだと一晩かかって来ていますから、前夜の深夜にかかっております。ところが、九

州管内等を走る車は、例えば福岡を２０時に出発しました、１時間ちょっとで走っていき

ますから、２１時過ぎには託麻のパーキングまで来ていますけど、ある意味、深夜割引を

適用したいがために０時まで休憩しているのが実態でございます。ですから、その分が、

休憩時間とはいえども拘束時間としてカウントされておりますので、どうか営業ナンバー

に限っては２４時間深夜割引の料金体系をつくっていただくとか、そういうことをしてい

ただくことによって、途中で時間調整せずにすっと帰ってこられるような実態になります

ので、その辺も行政の方々で検討していただければ。 

 我々、荷主さんであったり事業者が関係なく、これは行政のほうで決めていただくこと

ですので、すぐ取り組めることではないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

【坂本座長】  切実な課題のようです。これは今伺ったことで、いかがですか、感じと

して。すぐできるというような話でしたけれども、すぐできそうにない感じもするんです

が。要望する側からはすぐできそうですけど。ここでお答えいただかなくても、すぐでき

そうではないという感じもするので、いかがですか、その辺はちょっとクロストークして

おいてほしいんですが。 
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【松野委員】  熊本運輸支局の松野ですけど、今お話があったＥＴＣの割引の関係は、

確かに高速道路を管理しておりますＮＥＸＣＯになりますけども、実態としては国交省が

今、所管庁になるかと思うんですが、国交省の中でもこれは道路をつくっている道路局に

なりますので、道路局の流れでいく役所というのは九州地方整備局になります。ＮＥＸＣ

Ｏになります。ですから、私どもは九州運輸局になりますので、この場でＥＴＣについて

どうだこうだと言える立場にはないというところがあると思います。高速道路の料金につ

きましても、いろいろとＮＥＸＣＯが道路局に対して申請をして初めてできるようなこと

になりますので、２４時間化であるとかいろいろについては、お話があったということを

整備局の高速道路担当部局がございますので、そちらにお話を伝えさせていただくという

ぐらいにしかならないかなと思います。 

 それと、今、高速道路に乗って、場合によってはサービスエリア等で時間調整というこ

とになってくると、逆に、その実態を見て、早く高速道路から追い出そうということで、

逆の規制をかけるということも考えられるかなと、私がちょっと思ったところです。これ

は私の単なる私見でございます。この議論というのはなかなか慎重にやらないと、そんな

におられたんじゃあ、サービスエリアが満杯になって邪魔だから、どこかに早く出ていっ

てと思わないこともないという議論も出てくるかもしれません。それは高速道路を利用さ

れるのはトラック事業者だけではなく、一般ユーザーの方々もいらっしゃいますので、そ

この相対的なところを見ていかないといけないと思います。今回についてはそういうトラ

ック事業者からの深夜割引等の時間について、もう少し物流の実態等とか労働時間に配慮

した対応をお願いしてほしいという要望があったということだけは伝えるということで、

ご理解していただこうかなと思います。 

【坂本座長】  支局長としては、今のような話は初めてですか。今もあちこち聞いては

いる話ですか。 

【松野委員】  私は整備局に２年間出向しておりまして、部局としては都市計画をやっ

ていましたけれども、そういうお話もちらほら整備局にいたときの現場では聞いておりま

したが、最終的にはＮＥＸＣＯの判断というところで、それを受けて道路局でどう判断す

るかということになるかと思います。 

【坂本座長】  ただ、高速道路の場合、先ほど言われたように、トラックの人たちがサ

ービスエリアで、体力のこともあるけど時間調整をしているので、ほかの利用客との関係

があるので、調整しなきゃいかんというような議論もあるんですか。 
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【松野委員】  そういうのは単に今思っただけであって、高速道路の適正な利用、長時

間中にいらっしゃるということも、ＮＥＸＣＯから見てどうなんだろうなと。 

【坂本座長】  適切かどうかという判断は。 

【松野委員】  適切かどうかという判断はまた一つ出てくるかと思いますので。 

【坂本座長】  ということで、一つの方向のニーズで要望を出したからといって、それ

がそのように受けとられるかどうかはまた別だと、そういう話もあるということで。 

【松野委員】  物流の効率化というところで、物流費を抑えてより効率的にという話も

一つあるかと思いますので、そこは総合的に判断をさせていただくということになると思

います。運輸局としては、今出た話は、整備局のほうの道路課がございますので、そちら

のほうにこういう話があったということをお伝えすることはできるかとは思います。 

【坂本座長】  わかりました。ということで、いろいろな問題は角度を変えると違う話

になるので、慎重に取り上げていただきたいということです。要望は承ったということで。 

 そのほかに何かございませんでしょうか。 

 負担等の問題があったのでその辺は会長から何か。あまり長くならないようにご意見い

ただいてもよろしいでしょうか。 

【住永（豊）委員】  ご審議ありがとうございます。トラック協会の住永と申します。

今日の協議会には、ほんとうに忙しい中、ありがとうございます。 

 ２７年にこの協議会は発足をいたしまして、これまでにこの協議会で審議されたこと、

直接その影響でないことも多々あるわけですけれども、その後、具体的になってきたもの

は昨年１１月の約款の改定、こういったことを実施していただきました。それから、いろ

いろな改正がされたんですけれども、ことしの７月１日には行政処分の強化といった措置

をやっていただきました。さらには、この前の国会において、いろいろな働き方改革法案

が可決いたしました。こういった一連の政治状況による措置が、今、輸送業界に対して非

常に追い風になっているといいますか、改善をしなくちゃいけないという機運を非常に高

めていただいた。これは私どもの業界だけじゃなくして、荷主様の業界、それから社会一

般的に、これは改善していかないと大変なことになるぞといった機運は、相当に浸透して

きているんじゃなかろうかと思います。 

 そんな中で、私どもの業界は、政府からのいろいろな措置をやっていただいた中で、も

っともっと業界自身が襟を正してそういった措置を遵守する、何とか実現させていくとい

う努力、これをやっていかないかんと思いますけれども、なかなかこれが難しい。やっぱ
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りその中で私どもも荷主さんのご支援をいただきながら、会員企業に対する指導を相当や

ってきました。約款の改正につきましても、それから罰則の強化、処分についても詳しく

回を重ねて説明会をやってきて周知をしているところでありますけれども、やっぱり下を

くぐっていくのがおるし、いろいろな新しい知恵を発揮する者もおりますので、業界自体

がもっともっと姿勢を正して取り組んでいく必要を感じます。 

【坂本座長】  ということで、今日の会を閉めたいと思います。どうも大変ありがとう

ございました。 

 では、事務局に戻しますので、お願いいたします。 

【事務局】  事務局からでございます。本日の協議会の議事録につきましては、取りま

とめ後に第９回議事内容として九州運輸局のホームページに公開予定としております。ま

た、次回の開催は、本年度中にもう一度実施をする予定となっておりますが、具体的な日

時は未定でございますので、追ってご連絡をさせていただきます。委員の皆様におかれま

しては、ご多忙の時期かとは存じますが、引き続きご参画いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、最後に、本協議会の閉会に当たりまして、九州運輸局自動車交通部次長、宮

嵜住男よりご挨拶を申し上げます。 

【宮嵜委員】  閉会挨拶 

【事務局】  ありがとうございました。長時間にわたり、皆様、熱心なご議論をいただ

き、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の協議会を終了いたします。本日はまことにありがとうござい

ました。 

 

── 了 ── 


